
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  インターネット取引 

Ｑ：当社はネットで商品を販売しています。

取引先とのやり取りはすべて電子データです

ので、書類はありません。消費税の仕入税額

控除は、書類が必要とのことですが、この場

合は大丈夫でしょうか？                                  

  

Ａ：仕入先の住所、所在地を記載して保存

しておけば問題ありません。 

【解説】 

課税事業者が仕入税額控除の適用を受ける

ためには、原則として課税仕入れ等の事実の

帳簿への記載、保存及び課税仕入れ等の事実

を証する①書類の作成者の氏名又は名称、②

課税資産の譲渡等を行った年月日、③課税資

産の譲渡等に係る資産又は役務の内容、④課

税資産の譲渡等の対価の額及び⑤書類の交付

を受ける当該事業者の氏名又は名称(法定事

項)が記載されている請求書等の保存をしな

ければなりません。ただし、請求書等の交付

を受けなかったことにつきやむを得ない理由

があるときは、帳簿に一定の記載事項に加え

てそのやむを得ない理由及び課税仕入れの相

手方の住所又は所在地を記載して保存すれば、

仕入税額控除の適用を受けることができるこ

ととなっています。 

ネット取引は、請求書等に記載されるべき

法定事項を電子データで行うことから、電子

データ以外の保存ができませんが、これは、

やむを得ない理由がある場合に該当するもの

と考えられますので、帳簿に記載すべき事項

等を記載して保存しておけば、仕入税額控除

の適用が受けられることになります。 
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